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【要旨】
　中学校歴史学習における我が国の近代化の取り扱いは、明治維新の立て役者である主要な人
物や日本が急速に近代化された成果に重点がおかれたきらいがあり、政治・経済・社会体制の
近代化に貢献した「お雇い外国人」の役割や近代化されていく過程を国民生活とのかかわりの
中でとらえさせることが少なかった。本稿は、我が国の近代化における「お雇い外国人」の業
績や歴史的な役割の概要を明らかにし、我が国の近代化をとらえる中学校歴史教材の開発をす
るものである。

はじめに
　我が国の近代化は、19世紀の欧米における近代化の動きの中で行われた。明治政府は、欧
米先進諸国にならって政治・経済・社会体制の整備を目指し近代化を進めた。そのために、政
府は多くの留学生などを欧米先進国に使節団として派遣し、近代的な学術や技術を取り入れる
ことに努めた。同時に欧米の学者・技術者を政府顧問や大学教授として多数招聘し、進んだ知
識や技術を積極的に摂取した。彼らは「お雇い外国人」と呼ばれ、我が国の近代化を推進した。
　「お雇い外国人」には、政府雇い（官傭）と民間雇い（私傭）があり、明治初年から約30年間
にわたり官傭外国人6,193人、私傭外国人12,539人(1) が来日しており、活躍した分野も多岐
にわたっている。このように「お雇い外国人」が日本で果たした歴史的意義は、我が国の近代
化を短期間に推進させるために貢献したことである。また、「お雇い外国人」の中には、欧米
の知識・技術を日本に紹介するだけではなく、日本の文化や国民性を高く評価し、愛着をもち
欧米に紹介した「お雇い外国人」もいた。この「お雇い外国人」の業績や役割を検討し教材化
することは、中学校歴史学習において我が国の近代化をとらえさせる上で有効であるといえる。

１　学習指導要領における我が国の「近代化」と「お雇い外国人」の扱い
　中学校学習指導要領社会科における、我が国の「近代化」の扱いについて学習指導要領（試

実践報告

「お雇い外国人」の役割と中学校歴史教材の開発
―梅溪昇の資料を手がかりとして―

神山安弘
KAMIYAMA Yasuhiro日本の近代化　お雇い外国人　歴史教材の開発

KEY WORDS

The Role of “Foreign Advisor hired by the Japanese Government in Meiji Era” and Development of History 
Teaching Materials in Junior High Schools : Using the Study by Noboru Umetani 



32

専修大学教職教育研究■第2号■2022年2月

案も含む）の変遷に従い整理する。
(1) 1947（昭和22）年度学習指導要領社会科編(Ⅱ)(第七学年－第十学年)（試案）(2)
　1947年に作成された学習指導要領社会科編（Ⅱ）（試案）では、第九学年（中学校第三学年）
目標（三）に「外国の文化の特色を理解し、これとわが国の文化との長短を比較して、外国文
化の長所を採り入れようとする態度。」とあり、「教材の排列」（二〇）に「明治維新後、わが
国がとり入れた外国文化によって、どういう方面が最も大きな変化を受けたであろうか、種々
のものについて具体的に例をあげて研究すること。」とある。しかし、我が国の近代化を推進
した経緯、人物、方法については触れられていない。
(2) 1951（昭和26）年改訂版 中学校高等学校学習指導要領 社会科編Ⅱ一般社会科（中学校1
年－高等学校1年）（試案）(3) 
　1951年の改訂では、一般社会科と中学校日本史という内容構成になっているが、我が国の
近代化について、中学校一般社会科 第４単元「学習活動の例」（9）に、「明治政府になってから、
政府の相談相手になったり、大学の教師となって来朝した外国の学者をあげ、それらの人々が
国に残した業績を調べて、学級に報告する。」と記載されており、我が国の近代化に果たした「外
国の学者」の役割について、その「業績」について学ぶことを求めている。
(3) 1955（昭和30）年 中学校学習指導要領 社会科編 (4)
　1955年の改訂では、2．歴史的分野（1）具体目標8.(5)に、「日本が近代国家として誕生し
た明治維新の前後の事情について、ヨーロッパ近代国家の発足と比較しながら、その特質を明
らかに」すること、10.(3)「困難に耐えて外国文化の摂取に努めた人々」の業績を知り、学ぼ
うとする態度を養うことを目標としている。また、内容5.で「日本近代文化の特質などの学習
を通して、日本における近代文化の発達、教育制度や科学・技術の進歩について理解させる。」
とあり、「近代化の特質」は強調されているが、1951年で明記された「外国の学者」の役割な
どは記載されていない。
(4) 1958（昭和33）年 中学校学習指導要領 社会科編 (5)　
　1958年の改訂では、2.歴史的分野 2内容(6)に、「急速に近代的な装いを整え、国際的地位
を高めていった事情を理解させる。指導にあたっては、近代化のみちすじや、（以下略）」とあ
るが、「みちすじ」の方法や手段には触れていない。また、「『近代化の形成』については、そ
れまでと著しく違った文化が、急速に形成されていったありさまについて理解させる。」とあが、
具体的な内容の記載はされていない。
(5) 1969年(昭和44)年 中学校学習指導要領 社会科編 (6)
　1969年の改訂では、【歴史的分野】２ 内容(14)ウ 富国強兵・殖産興業に、「日本の工業が外
国の技術を導入しながら官営によって育成され、政府の富国強兵策などによって近代工業がし
だいに発達していったことを理解させる。なお、近代的な交通・通信などの整備や北海道の開
拓にも触れる。」と具体的な内容について触れている。また、エ 文明開化に「欧米の思想・文化、
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技術、諸制度などを積極的に取り入れて、封建的な旧弊を改め、先進国に追いつこうと努力し
たことを理解させる。」と、記載されているが、その導入した経緯や方法については触れていない。
(6) 1977(昭和52)年 中学校学習指導要領　社会科編 (7)
　1977年の改訂では、【歴史的分野】内容(7)ウ　文明開化と殖産興業に、「欧米の思想、技術、
諸制度、生活様式などを積極的に取り入れ、欧米諸国にならった、近代国家をつくることに努
めたこと及び政府の富国強兵・殖産興業の政策によって近代工業が育成されたことを理解させ
る。」と記載されているが「積極的に取り入れ」た、具体的な内容について触れていない。
(7) 1989(平成元)年 中学校指導書 社会編(8)
　1989年の改訂では、【歴史的分野】（内容の取扱い）(7)ア「明治政府の成立と諸改革の展開」
に、「欧米文化の導入と富国強兵・殖産興業政策を扱い、欧米風の生活様式の広がりや近代産
業の育成に着目させる。」と記載されている。また、解説に「ここでは、明治政府の成立から
明治10年頃までの政府による諸政策を具体的に見ることにより、欧米の文化を取り入れなが
ら我が国の近代国家としての基礎が整えられていったことを理解させるのがねらいである。（中
略）『欧米文化の導入』については、お雇い外国人や遣外使節・留学生の果たした役割と文明
開化と呼ばれる生活様式の変化に気付かせる。」とあり、「お雇い外国人」が果たした役割につ
いて明記されている。1951（昭和26）年改訂版で「外国の学者」という表現はされているが、「お
雇い外国人」の名称は学習指導要領で使用されたのは初めてである。
(8) 1998(平成10)年　中学校学習指導要領 解説 －社会編－ (9)
　1998年の改訂では、【歴史的分野】2 内容 イ（内容の取扱い）に、「天皇中心の新政府の成
立から明治10年ころまでの、政治の動きのあらましや諸改革を扱い、短期間に近代国家の基
礎が整えられていったことに気付かせる。」とあるが、短期間に近代国家の基礎を「誰が」「ど
のように」、推進したのか触れていない。
(9) 2008(平成20)年　中学校学習指導要領解説社会編  (10）　　
　2008年の改訂では、【歴史的分野】解説に、「『文明開化』については、欧米諸国から取り入
れた制度や文化の影響で、社会の様子や人々の生活が大きく変化したことに気付かせる。『新
政府による改革の特色』については、『欧米諸国とのかかわりや社会の近代化など』、近世から
近代への転換の様子を、近世の政治や社会との違いに着目して考察し、自分の言葉で表現でき
るようにさせる。」とあり、「欧米諸国から取り入れた制度や文化の影響」について述べている
が、「お雇い外国人」などの招聘による近代化について「欧米諸国から取り入れた」政策や方
法についての記載はない。
(10) 2017（平成29）年　中学校学習指導要領解説社会科編 (11）
　2017年の改訂では、【歴史的分野】(1)近代の日本と世界 (イ)明治維新と近代国家の形成（内
容の取扱い）の解説に、「『文明開化の風潮』については、欧米諸国から取り入れた制度や文化
の影響で、社会の様子や人々の生活が大きく変化したことに気付くことができるようにする。
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『明治維新』については、複雑な国際情勢の中で独立を保ち、近代国家を形成していった政府
や人々の努力に気付かせるようにすること。」とある。2008年度版と同様に「欧米諸国から取
り入れた制度や文化の影響」について述べているが、「お雇い外国人」などを招聘した政策や
方法についての記載はない。

２　中学校社会科の教科書にみられる我が国の「近代化」と「お雇い外国人」の扱い
　平成29年告示「中学校学習指導要領第2章第2節社会」に準拠した、中学校社会科「歴史的
分野」の教科書に記載されている我が国の「近代化」と「お雇い外国人」の扱いについて、東
京書籍(12)、帝国書院(13)、教育出版(14)の三社の教科書を検討する。
　東京書籍は、「学制の公布」（p.170）で「政府は、東京大学をはじめとする高等教育機関を
創り、多くの外国人教師を招くとともに、多くの留学生を欧米に派遣して、欧米の新しい科学
や技術を取り入れることに努めました。」とある。「外国人教師」に注釈を加え、『お雇い外国人』
とも呼ばれ学問だけではなく技術や軍事も教えました、と説明している。また、「殖産興業政
策」（p.172）に、『政府は、経済の発展の基礎となる、交通や通信の整備を進めました。』とあ
り、鉄道、郵便制度、電信網、官営模範工場について説明し、「外国の優れた新しい技術を各
地に広めました。」とまとめている。資料として群馬県の富岡製糸場の絵図を掲載し説明に「フ
ランス人技師の下、操業を開始しました。」とある。新しい科学や技術を取り入れるために「多
くの外国人教師を招く」ことと、「多くの留学生を欧米に派遣した」ことについて述べ、明治
政府が近代化のために進めた諸政策について触れているが、その改革を推進した「お雇い外国
人」の具体的な人物や業績について触れていない。
　帝国書院は、「殖産興業」（p.172）に、「新政府は、まず『富国』のため、お雇い外国人とよ
ばれた外国人技術者や学者を招きました。欧米の進んだ技術や機械を取り入れ、各地に製糸・
紡績などの官営工場や軍需工場を造り、近代的な産業を育てようとしたのです（殖産興業）」
とある。また、コラム欄（p.173）に、「地域史」として「士族の救済事業となった安積開拓」
を取り上げ、福島県の安積開拓・安積疎水開さく事業に明治政府がオランダ人技師を雇って事
業を進めた、とある。また、「歴史を探ろう」（p.182）の資料ページで札幌はどのように発展
したのかな？で『開拓使次官となった薩摩出身の黒田清隆は、北海道と気候・風土が似ている
アメリカ東部をモデルに開発を進めようと考え、みずからアメリカに渡って、農業に詳しいク
ラークらを招きました。』とある。近代化を推進した「お雇い外国人」の技術者や学者の役割
を述べ、具体例として福島県の安積開拓・安積疎水開さく事業に触れている。しかし、「『お雇
い外国人』とよばれた外国人」という総称であり、誰がどのような分野で近代化を進めたかに
ついて述べていない。
　教育出版は、「殖産興業」（p.172）で「欧米の先進国から招いたお雇い外国人らの指導のもとで、
西洋の知識や技術を取り入れ、近代産業の育成を目指しました。この政策を、殖産興業といい
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ます。」とあり、そして「お雇い外国人」に注釈を加え、『お雇い外国人は、政府・工場・学校
などで指導にあたりました。札幌農学校（現在の北海道大学）に勤務したクラークをはじめ、
大森貝塚を発見したモースや、鹿鳴館を設計したコンドル、東京美術学校（現在の東京芸術大
学）の設立に尽くしたフェノロサなどがいました。』と説明している。「お雇い外国人」らの指
導のもとで近代化を推進したことや「お雇い外国人」を総称ではなく「人物」と「業績」につ
いて述べている。しかし、代表的な人物の紹介はしているが「近代化」に果たした役割につい
て触れていない。

３　「お雇い外国人」の概要について (15)
　政府雇い（官傭）あるいは民間雇い（私傭）の外国人がどれほどの人数にのぼっていたか、
またどんな職務、部門にどれほど活躍したかなどを考察しそこに表れるいくつかの傾向をまと
めてみる。
　
第１表　官傭外国人の延べ総人数（職業別）(16)　　　　　　　　　　　　　　　　［単位：人］

職業 年次 学術教師 技術 事務 職工 雑 計 月給計（円）
1872 明　5 102 127 43 46 51 369 83,805
1873 6 127 204 72 35 69 507 109,004
1874 7 151 213 68 27 65 524 116,211
1875 8 144 205 69 36 73 527 115,288
1876 9 129 170 60 26 84 469 97,712
1877 10 109 146 55 13 58 381 81,528
1878 11 101 118 51 7 44 321 70,497
1879 12 84 111 35 9 22 261 61,898
1880 13 76 103 40 6 12 237 57,986
1881 14 52 62 29 8 15 166 45,479
1882 15 53 51 43 6 4 157 43,421
1883 16 44 29 46 8 5 132 38,042
1884 17 52 40 44 8 7 151 38,997
1885 18 61 38 49 － 7 155 41,720
1886 19 59 48 53 － 9 169 47,163
1887 20 81 56 52 － 6 195 53,885
1888 21 105 44 61 － 5 215 55,451
1889 22 109 42 64 － 5 220 55,337
1890 23 92 35 68 － 5 200 43,446
1891 24 87 33 43 － 7 170 36,283
1892 25 66 18 40 － 6 130 29,601
1893 26 67 14 23 － － 104 25,209
1894 27 59 10 16 － － 85 21,295
1895 28 55 8 16 － － 79 21,250
1896 29 53 8 16 － － 77 19,076
1897 30 69 7 16 － － 92 23,878
1898 31 78 7 15 － － 100 27,357

人数計 2265 1947 1187 235 559 6193 　
「お雇い外国人①　概説」より引用 
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第２表　私傭外国人の延べ総人数（職業別）(17)　　　　　　　　　　　　　　　　［単位：人］

(1) 職業別にみた官傭･私傭外国人の延べ総人数の推移
　第１表から、官傭外国人の延べ総人数を全期間にわたって見ると、1873（明治6）、1874（明
治7）年、1875（明治８）年の3年間は合計で500人を超え、1880（明治13）年には半減し、
その後、減少を続け1894（明治27）年からは合計で100人を割っている。
　第２表から、私傭外国人の延べ総人数を全期間にわたって見ると、1872（明治5）年から4
年間は官傭より少ない雇用であるが、1877（明治10）年には追いつきその後、全体としては
増加しており1897（明治30）年には、合計で700人を超えるまでに激増し、官傭と著しく対
照的な傾向を示している。
　官傭外国人の場合、第Ⅰ期(1870年代)では技術者、学術教師、雑務、事務、職工の順で、
特に技術者、学術教師が圧倒的に多く、1874（明治７）年が両者とも最大で、技術者は213人（全
体の約41％）、学術教師は151人（全体の約29％）であわせると全体の70％に達している。第

職業 年次 学術教師 技術 事務 職工 雑 計 月給計（円）
1872 明　5 － － － － － － －
1873 6 43 16 2 9 3 73 12,662
1874 7 44 44 5 9 24 126 19,494
1875 8 52 75 29 7 162 325 36,272
1876 9 54 163 37 19 180 453 32,613
1877 10 62 169 32 46 148 457 33,602
1878 11 54 237 20 8 180 499 42,632
1879 12 44 212 15 11 227 509 37,498
1880 13 59 199 20 13 197 488 37,203
1881 14 43 137 92 10 190 472 34,927
1882 15 44 215 29 6 199 493 34,965
1883 16 50 215 22 12 188 487 34,501
1884 17 64 234 28 5 169 500 41,520
1885 18 69 181 54 14 79 397 40,908
1886 19 74 135 39 － 5 253 32,537
1887 20 125 231 22 － 16 394 36,802
1888 21 234 279 58 － 17 588 57,349
1889 22 244 274 52 － 13 583 58,574
1890 23 320 229 57 － 17 623 55,657
1891 24 313 218 49 － 12 592 51,843
1892 25 319 210 33 － 10 572 42,115
1893 26 339 165 29 － 5 538 37,914
1894 27 335 171 26 － 7 539 39,062
1895 28 323 141 30 － 6 500 34,541
1896 29 320 237 34 － 4 595 43,365
1897 30 315 281 29 － 140 765 54,880
1898 31 356 278 26 － 58 718 －

人数計 4299 4946 869 169 2256 12539 　
「お雇い外国人①　概説」より引用
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Ⅱ期（1880年代）に入ると学術教師、技術者、事務、雑務、職工の順に変わり、1887（明治
13）年には学術教師、技術者ともに1874（明治7）年に比べるとそれぞれ半減している。第Ⅲ
期（1890年代）では、学術教師、事務、技術者、雑務（職工の項目が消える）の順で、技術
者は期を追うごとに順が低下し、ついに年平均約14人となり、実数においては、この期の広
範囲は10人を割ることになる。
　私傭外国人の場合、第Ⅰ期は雑務、技術者、学術教師、事務、職工の順に人数が多く、第Ⅱ
期になると、技術者、雑務、学術教師、事務、職工の順に変わり、第Ⅲ期では学術教師、技術
者、事務、雑務の順となり職工の項目はなくなっている。私傭外国人は、第Ⅰ・Ⅱ期まで雑務
が第１・２位の高順位にあり、その人数は第Ⅰ期が私傭外国人の約38％、第Ⅱ期は約23％となっ
ている。また、官傭外国人に比べて学術教師、技術者とも第Ⅱ期は官傭外国人をはるかに上回
る人数に激増し、その増加も急激であり、官傭外国人の激減に相反する傾向をもっているとい
える。(18)
　以上のように、我が国の近代化は、その初期において明治政府が新規の事業の実質的な推進
者であったため、近代国家の体制を確立するために「お雇い外国人」を積極的に雇用した。特
に、殖産興業を推進する目的や日本人の育成を目的として主要な改革を推進させた。明治政府
が主導しその近代化の基盤が確立した後、政府は「お雇い外国人」を解雇し日本人の手による
近代化を推進した。　　
　このことは我が国の近代化の大きな特色といえる。これらの点から、我が国の近代化を推進
するにあたり私傭外国人よりも官傭外国人の方が大きな歴史的意味をもっていたといえる。
(2) 国籍別にみた官傭･私傭外国人の職業別延べ総人数の推移 (19)
　国籍別にみた官傭･私傭外国人の職業別延べ人数の推移を見てみると、官傭外国人のうち、
1881（明治14）年から1898（明治31）年に至る18年間の総延べ人数の合計では、学術教師と
しては、イギリス、ドイツ、アメリカ、フランスの順で、特にイギリス人が圧倒的に多い。技
術者では、イギリス人が圧倒的に多く、次いでドイツ、オランダ、アメリカの順になっている。
私傭外国人では、1881（明治14）年から1898（明治31）年に至る18年間の総延べ人数の合計
では、学術教師としてはアメリカ人が圧倒的に多く、次いでイギリス、フランス、ドイツの順
位なっている。技術者としては、イギリスが圧倒的に多く、次いでドイツ、アメリカ、デンマー
ク、スエーデン（ノルウェー）、オランダ、オーストリアなどの順となっている。
　以上のように、国籍別にみた官傭･私傭外国人の職業別延べ総人数の推移からは、政府が積
極的に雇用した学術教師・技術者の官傭外国人は、イギリス人が圧倒的に多いことがわかる。
日本が近代化のモデルをイギリスに求めていたことがうかがえる。また、私傭外国人を雇用し
た民間においても、学術教師・技術者の分野の総延べ人数は、イギリス、アメリカの影響が大
きいことがわかる。また、欧米を中心とする様々な国籍の外国人が日本に来日し、我が国の近
代化にかかわった事実は特質すべきことといえる。
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４　我が国の近代化をとらえる歴史教材「お雇い外国人」の意義
(1) 「お雇い外国人」の歴史的経緯と我が国の近代化
① 我が国と「お雇い外国人」のかかわり
　幕末から明治にかけて来日した外国人には、外交官、貿易商人、宣教師などとともに「お雇
い外国人」がいる。この「お雇い外国人」は、幕末以来、日本が欧米の近代的な文化を急速に
導入する方策として、主に欧米の先進諸国から招聘し雇用した外国人のことである。「お雇い
外国人」という言葉は、1872（明治5）年に『御雇外国人（姓名・給料・期限・職務）一覧』
という小形折本が発刊されていることからもうかがわれるように（『明治文化全集』第16巻　
外国文化篇）、日本の文明開化期当時における新鮮な流行語であったといえる。また、「お雇い
外国人」に対して、「お雇い教師」という言葉もあった。「お雇い外国人」というのは、どちら
かといえば公用語である。これに対して「お雇い教師」の方は、広義には「お雇い外国人」の
通称であるが、一般には狭義に用いられ、主として学校教師として招聘された外国人を指す場
合が多い。
② 明治政府の動向と「お雇い外国人」
　1868年1月3日（慶應3年12月9日）王政復古が実現して、幕府にかわって明治政府が誕生
した。1869（明治2）年に入って、太政官の上に神祇官がおかれ、祭政一致の方針が打ち出さ
れるなど、文字通り復古的・反動的な機運が増大した。このため木戸孝充ら進歩主義者は、国
家の前途を深く苦慮し、「王政復古」論者と対決すべく「王政維新」論の立場をとり、近代化
政策の実行に乗り出した。そのころ大久保利通は、木戸孝允の急進主義に対して斬新的な立場
をとっていた。こうして1869年から1970年にかけて、新しく政府内部に「王政維新」論に立っ
て社会変革を目指す社会的勢力が生まれた。
　日本が外国に対抗して独立を維持するためには、幕府を倒して王政復古を実現しただけで満
足すべきでなく、進んで政治的・社会的・経済的体制を近代的に変革して、富国強兵の近代国
家に日本を仕立てあげなければならないと意識したのが「王政維新」論者であった。彼らはい
ずれも幕末に外国留学や洋学の研究を通して、日本とあまりにも大きな格差のある欧米先進諸
国の政治、経済、社会の実情を知っていた。そこで、日本は精神上においては外国に求めると
ころはないが、著しく遜色のある物質上の実力を備えるためには、欧米文明の長所である近代
的諸制度、科学、技術などを全面的に導入しなければならないとしたのである。
③ 明治政府の建国と「お雇い外国人」
　「王政維新」論者を新指導者層とした新政府の富国強兵策は、一面では封建社会の経済組織
を打ち破って、欧米先進諸国の資本主義体制を導入し、多面では封建社会の支配層であった武
士階級を解体して新しい近代軍隊を創設するという、きわめて近代的性格、社会変革性をもつ
ものとして発生し、展開したのである。日本の建国にあたって、彼らは近代化政策を推進する
ために、すでに幕末、江戸幕府などが行っていたように、多くの外国人を招聘、雇用せざるを
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得なかった。欧米文明の発展から著しく遅れていた日本としては、外国人の指導、援助を全面
的に受け入れることが、急速にその政策を推進させる方法であった。近代化の及んだ分野は、
きわめて多方面であり、かつ民間も政府の方針に呼応したので、この時期に招聘した「お雇い
外国人」の数は多数にのぼった。
④ 「お雇い外国人」の雇用の特徴
　我が国が明治初年の貧弱な政府財政にもかかわらず、「お雇い外国人」に対する多大な経済
的な出費をいとわず、徹底した欧米文明の導入を図り、しかも、その中から「お雇い外国人」
にかわるべき日本人の養成に努め、その後、短期間に我が国の学問、技術の自立を図ったこと
である。また、「お雇い外国人」を中央である東京だけでなく、地方にまで多数招聘し居住さ
せた。このことは、欧米の文化、生活様式が国内に組織的に広まり、我が国の近代化を急速に
進めるのに役立った。しかし、このように「お雇い外国人」を多数招聘しながら、明治政府は

「近代化」を推進する補助者、助言者としてよく活躍の場を与えたが、「近代化」に関する政策
決定の主導権は政府指導者たちが堅く保持していた。このことは、我が国の近代化の重要な特
徴であるといえる。
(2)「お雇い外国人」を教材化する意義
① 近代化の推進と「お雇い外国人」
　明治政府は富国強兵をめざして殖産興業に力を注いだ。「お雇い外国人」を雇用し、その指
導のもとに近代産業を政府みずから経営してその育成を図った。「お雇い外国人」による、鉄
道、鉱山、造船、通信、製糸・紡績、軍事、政治、法制、教育、学術など様々な分野で推進さ
れた近代化は、現行（平成29年告示）学習指導要領解説社会編(p.113)で示している「欧米諸
国から取り入れた制度や文化の影響で、社会の様子や人々の生活が大きく変化したことに気付
く」ことであり、近世から近代への転換の様子を、近世の政治や社会との違いに着目して考察
し、生徒に自分の言葉で表現させることができる教材であるといえる。 
② 歴史上の人物に関する学習と「お雇い外国人」
　我が国の近代化をとらえさるには、政治・経済・社会などの個々の事象だけを理解させるの
ではなく人物を通して学ぶことが重要である。「社会の様子や人々の生活が大きく変化」した
事実に着目し、誰がどのように近代化を進めたのかを主体的に追究、解決させることが大切で
ある。人々の生活の向上に尽くした代表的な「お雇い外国人」を取り上げることで、生徒に明
治政府の基本的な考え方を理解させ、社会を変革し歴史の形成に果たした役割を学ばせること
ができるからである。
③ 「お雇い外国人」の人物選定と教材化
　中学校の歴史学習で我が国の近代化をとらえる「お雇い外国人」の教材化を図るために、ど
のような人物を扱うことが有効であるかを検討するために次のａ～ｅの５の視点を設定し、さ
らに、それぞれの視点を具体的な項目に分類した。
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視点a「歴史認識」を育むことができる
［項目］・時代の変化が分かる・事実がとらえられる・その時代が見える・因果関係が分かる。
視点b「人物の業績」について認識を深めることができる

［項目］・業績が明確である・業績から時代が見える・生徒が興味や関心をもつ・現代の生活に
関連がある。
視点ｃ「外国文化」を受容し近代化を進めたことの意義や外来文化の摂取する特色をとらえる

［項目］・伝えた内容が明確である・人々の生活が変化した・文化が日本に定着した。
視点ｄ「自国理解」を深め日本の文化・伝統について認識する

［項目］・外国文化と日本文化の比較ができる・日本人の異文化の受容のしかたが分かる・外国
人の眼からみた日本が分かる。
視点ｅ「関心・意欲」を高め、自ら追究することができる

［項目］・生徒に資料が入手できる・見学や調査ができる・生徒の知的な関心や意欲を高める。
　これら視点aから視点eの教材化の視点と具体的な項目の内容を参考にしながら、我が国の
近代化をとらえる人物の選定をすることができる。　
　「お雇い外国人」の教材化については、例えば、国家の根幹である法制を整備し近代化に尽
力した人物として「ボアソナード」が挙げられる。ボアソナードは、近代国家の基礎である憲
法草案の起草、刑法典・民法典の編纂、法律家の育成など法制の確立に尽力し「日本近代法の
父」と呼ばれている。生徒に法律に基づく近代国家の成立について考えさせる意味は大きい。
　また、産業の基盤である鉄道建設に尽力した人物として「モレル」が挙げられる。モレルは、
初代鉄道兼電信建築師長として日本の鉄道建設に組織作りの段階から参画し、東京－横浜間の
鉄道開設に献身し「日本鉄道の恩人」と讃えられている。生徒に鉄道開通による人々の生活の
変化を具体的に理解させることができる。
　他にも、生徒が興味・関心の高い「クラーク」「モース」「フェノロサ」「コンドル」など多数の「お
雇い外国人」がいる。また、明治政府が中央政府で雇用した「お雇い外国人」の以外に、地方
にも多数招聘された。その地域に居住し地域の発展に貢献した人物も多く、教科書のコラム欄
で紹介された福島県の「安積開拓・安積疎水開さく事業」を行ったオランダ人技師など「身近
な地域の歴史」を学習する際の「地域史」の研究においても有効な教材と言える。我が国の近
代化をとらえる歴史教材としての「お雇い外国人」の教材の開発は、生徒が主体的に学習に取
り組むことができる教材である。「お雇い外国人」の研究を進め、近代化をとらえる身近な「人
物」を選定し、教材開発、授業実践を今後の課題としたい。

（かみやま・やすひろ　専修大学文学部客員教授）
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